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H 2 8 年 経 済 セ ン サ ス ― 活 動 調 査 関 係 書 類 に お け る 

「無店舗小売業」及び「管理，補助的経済活動を行う事業所」に係る記載内容 
   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 

 平成 28 年経済センサス―活動調査の「調査票」並びに「調査票の記入のしかた」について、「無店舗小売業」

及び「管理，補助的経済活動を行う事業所」に関する解答欄と記入方法に関する説明について確認した。 

 

 「無店舗小売業」 

 ・「主な事業の内容」の解答欄について、店舗を持たない小売事業者は「〇〇の通信販売（無店舗）」と記入す

るよう、例示しながら説明している（図１-1、図１-2）。 

 ・店頭販売を行っていない事業所は売場面積「０」（ゼロ）と記入するよう明記（図２-1、図２-2）。 

 ・商品販売形態別割合の解答欄は６項目に分かれており、無店舗小売については「訪問販売」、「通信・カタロ

グ販売」、「インターネット販売」、「自動販売機による販売」、「その他」の５項目を設定。店頭販売と無店舗小

売の判断が難しいものについては補足説明（図３）。 

  

 「管理，補助的経済活動を行う事業所」 

 ・「主な事業の内容」の解答欄について、配下の支所の管理事務を行う本社などは「管理事務」と記入するよう

明記（図４-1、図４-2）。 

 ・管理・補助的業務を選択させる際に、管理業務は「支所等の管理業務、総務、経理、広報業務等」と説明。

補助的業務は「自家用車庫、自家用修理工場等」と説明（図５）。さらに、「記入のしかた」でさらに詳しく説

明（図６）。 

 ・管理・補助的業務のみで、売上がない事業所について、記入のしかたを説明（図７）。 

 

 上記のとおり、調査客体に対して調査票への正しい記入を誘導していることから、回答上の問題はないものと

考えられる。 
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図６ 

 

図７ 

 
 




